
 



 



 

建蔽率 

米野木駅前地区 

地区区分図 



 

建築物等は、この点線内

で敷地の建蔽率に合う

ように建築できます。 
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地区計画に関するお問い合わせ 

〒470-0192 日進市蟹甲町池下 268 番地 

                 ＴＥＬ ０５６１-７３-４１３９ 
日進市役所 都市計画課 

手 続 き の 流 れ 

米野木駅前地区内で建築等に関する行為をおこなう際には、以下のような手続きが必要にな

ります。 

 届け出の手続き 
 

※この地区計画の他、用途地域等による建築物等の制限がかかる場合があります。  

また、日進市開発等事業に関する手続条例についての詳細は日進市役所都市計画

課にご相談ください。 

手
続
き
条
例
等
の
手
続

き 

届出書の様式 

 届け出の必要な行為 

（1）土地区画形質の変更 

（2）建築物の建築又は工作物の建設 

（3）建築物等の用途の変更 

（4）建築物等の形態又は意匠の変更 

 届け出に必要な添付図書（正・副各一部） 

・位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示す

る縮尺 1/2500 以上のもの 

・公図  申請に必要な地番及び周辺道路地番の表 

     示されたもの 

・配置図 敷地内における建築物又は工作物の位置

を表示する図で縮尺 1/100 以上のもの 

・平面図 建築物の各階平面図で縮尺 1/50 以上の

もの  

・立面図 2 面以上の建築物又は工作物の立面図で

縮尺 1/50 以上のもの  

 

 

 

 

地区計画の届出書と同時期に手続条例に関する

申請（特定：事前協議書、小規模：事業届出書）を

都市計画課へ提出してください。 


